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令和４年 第４回忠岡町議会定例会会議録（第２日） 

 

 令和４年１２月２日午前１０時、第４回忠岡町議会定例会を忠岡町議会議事堂に招集し

た。 

 

１．出席議員は、次のとおりであります。 

   １番 和田 善臣議員   ２番 河瀬 成利議員   ３番 北村  孝議員 

   ４番 小島みゆき議員   ５番 二家本英生議員   ６番 是枝 綾子議員 

   ７番 松井 匡仁議員   ８番 三宅 良矢議員   ９番 前川 和也議員 

   10番 今奈良幸子議員   11番 勝元由佳子議員   12番 河野 隆子議員 

 

１．欠席議員は、次のとおりであります。 

   なし 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により、本会議に出席を求めた者は、次のとおりであり

ます。 

  町  長        杉原 健士   副 町 長        井上 智宏 

  教 育 長        富本 正昭   町長公室長       立花 武彦 

  町長公室次長兼総務課長 南  智樹   住民部長        谷野 栄二 

  住民部次長兼生活環境課長        健康福祉部長      泉元 喜則 

              新城 正俊   産業まちづくり部長   村田 健次 

  教育部長        二重 幸生   教育部理事兼学校教育課長 

  消 防 長        森下 孝之               石本 秀樹 

  消防次長兼消防予防課長 岸田 健二 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   柏原 憲一 

  主  査   酒井 宇紀 

  主  査   岩間早百合 
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 （会議の顚末） 

議長（和田 善臣議員） 

 おはようございます。 

 本日の出席議員は、全員出席でありますので、会議は、成立しております。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 ただいまから会議を再開いたします。 

（「午前１０時００分」再開） 

 

議長（和田 善臣議員） 

 本日の議事日程を事務局長より報告させます。 

議会事務局（柏原 憲一局長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原 憲一局長） 

 令和４年第４回忠岡町議会定例会議事日程第２日目についてご報告申し上げます。 

 日程第１ 認定第 １号 令和３年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定

について 

      認定第 ２号 令和３年度忠岡町下水道事業決算認定について 

             （一括決算審査特別委員会委員長報告） 

 日程第２ 議案第４６号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度忠岡町一

般会計補正予算（第６号）） 

 日程第３ 議案第４７号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第４ 議案第４８号 忠岡町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第５ 議案第４９号 忠岡町教育委員会委員の任命について 

 日程第６ 議案第５０号 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について  

 日程第７ 議案第５１号 忠岡町職員の降給に関する条例の制定について  

 日程第８ 議案第５２号 忠岡町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第５３号 忠岡町職員定数条例の一部改正について 

 日程第10 議案第５４号 忠岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等条例の一部改正に

ついて 

 日程第11 議案第５５号 忠岡町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 
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 日程第12 議案第５６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第13 議案第５７号 町税条例の一部改正について  

 日程第14 議案第５８号 忠岡町重度障害者等の医療費の助成に関する条例等の一部改

正について 

 日程第15 議案第５９号 令和４年度忠岡町一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第16 議案第６０号 令和４年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

             （第１号）について 

 日程第17 議案第６１号 令和４年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第18 議案第６２号 令和４年度忠岡町下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て 

 以上のとおりでございます。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 それでは、日程第１ 認定第１号 令和３年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定について、並びに認定第２号 令和３年度忠岡町下水道事業決算認定について、

以上２件を一括して議題といたします。 

 本件は、去る９月９日開催の第３回定例議会におきまして決算審査特別委員会に付託

し、その審査を閉会中の継続審査に付した次第であります。これより河野隆子委員長に審

査の結果報告を求めます。 

決算審査特別委員長（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 河野議員。 

決算審査特別委員長（河野 隆子議員） 

 和田議長のお許しを頂きまして、ただいまから決算審査特別委員会委員長報告をさせて

いただきます。 

 本件は、令和４年９月９日開会の第３回定例会におきまして、本特別委員会に付託さ

れ、閉会中の継続審査となりました令和３年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決

算認定、及び令和３年度忠岡町下水道事業決算認定について、審査の経過及び結果につい

て、ご報告申し上げます。 

 委員会は、１０月１８日から２０日の３日間にわたり、町長、副町長、教育長ほか関係

職員の出席を求め、一般会計及び各特別会計及び下水道事業会計について、健全な財政運

営を維持しながら、予算の目的に沿った効率的、効果的な執行がなされたか、さらに事業

効果についてどうであったかなど、綿密かつ慎重に審査した次第でございます。 
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 出席委員は、今奈良幸子副委員長、小島みゆき委員、是枝綾子委員、松井匡仁委員、前

川和也委員、私、河野隆子が出席の下、審査を行いました。なお、当初委員であった二家

本英生議員は、本人より辞任と交代の申出がございましたので、議長の指名により、私が

選任されております。 

 各会計の歳入歳出決算高は、既に議員各位に配布されています決算書のとおりでありま

す。 

 財政課より令和３年度の一般会計の決算状況について説明がありました。まず、令和３

年度の一般会計決算規模は、歳入で８０億８，１０７万２，０００円、歳出で７５億１，

５３７万２，０００円となり、歳入については、特別定額給付金給付事業費補助金やクリ

ーンセンター整備事業債などの減により、前年度と比べて１１億３，５０３万２，０００

円、１２．３％の減、歳出については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特別定額

給付金給付事業の反動減やふるさと忠岡応援寄附金に係る基金積立金の減などにより、前

年度と比べて１６億８，３１３万６，０００円、１８．３％の減となりました。 

 決算収支につきましては、歳入歳出差引額は５億６，５７０万１，０００円、実質収支

は５億４，８０４万３，０００円の黒字となりました。 

 また、単年度収支は５億３，７９１万３，０００円の黒字、実質単年度収支は６億４８

９万４，０００円の黒字となりました。 

 歳入において町税が前年度と比べ事業者の業績好調などによる１，７７２万８，０００

円の増、府支出金が宝くじ社会貢献広報市町村補助金の増などにより、３，６６８万６，

０００円の増、普通交付税が臨時経済対策費の創設等により２億６，１３０万７，０００

円の増となりましたが、寄附金が、ふるさと応援寄附金が５，２９７万４，０００円の

減、特別交付税が１，２０９万２，０００円の減、国庫支出金は特別定額給付金給付事業

費補助金の減により１２億９，８０３万９，０００円の減、町債はクリーンセンター整備

事業債や消防指令システム共同運用整備事業債などの減により１億８，９６６万１，００

０円の減となるなど、歳入全体では、前年度比１１億３，５０３万２，０００円の減とな

ったとのことです。財源構成におきましては、国庫支出金が大幅に減となったことによ

り、依存財源の割合が６４％と、去年より大幅に依存財源割合が小さくなっています。 

 一方、歳出では、義務的経費において、人件費が８，０４４万５，０００円の増、扶助

費が子育て世帯臨時特別給付金などの増により、３億４，９４０万３，０００円の増、公

債費が３６６万１，０００円の増となるなど、義務的経費全体では４億３，３５０万９，

０００円の増となりました。 

 投資的経費は東忠岡地区認定こども園整備工事や西区ふれあい公園整備工事などの増に

より２，７５６万８，０００円の増となりました。 

 その他経費では、補助費等で特別定額給付金給付事業の反動減などにより１９億２４１

万５，０００円の減、積立金はふるさと忠岡応援寄附金に係る基金積立金の減により１億
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８，９３８万１，０００円の減になりました。 

 歳出全体では，１６億８，３１３万６，０００円の減となったとのことです。 

 結果、令和３年度は、財政調整基金の取崩しはございませんでした。引き続き健全な経

営に努めてまいりますとのことです。 

 次に、財政分析等の説明がありました。 

 経常収支比率については、財政構造の弾力性を判断する指標の１つで、法定普通税や普

通交付税などの経常一般財源等収入が、人件費、扶助費及び公債費のような経常的経費に

どの程度充当されているか、その割合によって財政構造の弾力性を見ようとするもので、

この割合が低いほど財政構造は弾力性に富んでおり、行政運営にとって好ましい状態とさ

れています。 

 本町の令和３年度の経常収支比率は、９５．５％で、前年度（１０４．２％）より８．

７ポイント改善しており、２０年ぶりに１００％を下回る結果となりました。 

 令和３年度の経常収支比率が改善した要因は、分母となる経常一般財源等収入において

普通交付税が大幅に増となったこと、また、町税や地方消費税交付金なども増となったこ

とにより比率が改善しました。しかし、分子となる経常経費充当一般財源についても前年

度と比べ増加しているため、次年度以降、同水準の収入を確保、もしくは経費の圧縮がさ

れなければ再び比率は悪化する可能性があり、予断を許さない状況であるとのことです。 

 経常収支比率の推移については、本町は平成１４年度以来、２０年ぶりに１００％を下

回りましたが、依然として大阪府内町村及び市町村の平均を上回っており、より一層の改

善が求められます。 

 経常経費充当一般財源については、平成２２年度から徐々に増加し、平成２７年度を頂

点に徐々に減少していましたが、令和３年度はまた再び増加しています。 

 続いて、一般会計基金残高の状況ですが、財政調整基金は６億５，５５４万３，０００

円、公共施設整備基金を初めとした特定目的基金は４億９，３０７万５，０００円となっ

ており、合計１１億４，８６１万８，０００円であり、前年比９，６０７万９，０００円

の増加となっております。 

 近年は、ふるさと忠岡応援寄附金の増収が大きく影響し、基金残高についても徐々に増

となっています。なお、新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金については、令和２

年度に新設されたもので、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を原資と

し、利子補給制度の対象となる融資を受けた町内事業者に対して、町が当該利子補給制度

終了後に実施する利子補給事業の財源に充てる基金です。 

 次に、地方債現在高の状況ですが、令和３年度末の地方債現在高は７４億６，１７９万

８，０００円で、前年度より８，４１２万円の減となっています。 

 続いて、健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による

４指標等につきまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率はなし、実質公債費比率は７．
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０％、将来負担比率は４２．７％、公営企業における資金不足比率はなしとなっておりま

す。全ての比率において早期健全化基準を超えておりません。 

 今後も引き続き、各指標における判断比率が悪化することのないよう、また持続可能な

行政経営を目指してまいるとのことであります。 

 続きましては、討論で各委員から出されました意見と要望でありますが、委員を代表し

て私が各委員の意見書を読み上げさせていただきます。 

 まず、松井匡仁委員の意見書です。 

 それでは、無所属の会、松井です。令和３年度一般会計、各特別会計、下水道事業会計

につきまして意見を申し述べます。 

 本年度一般会計決算におきましては、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症

の影響を受け、歳入・歳出ともに大きく膨らみ、感染症が流行する前の収支状況との比較

がしづらく、先の見通しの立てづらい決算となりました。 

 歳入におきましては、国庫支出金の１４億４，０００万円中、約６億円が新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金やワクチン接種などに係るものであり、また、地方

交付税においても普通交付税の再算定による歳入増と、一時的な歳入が目立つ決算となり

ました。 

 そんな中、町税におきましては、個人住民税・法人町民税ともに前年度を上回り、固定

資産税の評価替えなどの減収を含めても前年度を約１，７００万円上回る増収となったこ

とは喜ばしいことでありました。 

 しかし、町税を伸ばした１つの要因である法人町民税におきましては、現在加速してい

る円安の影響を大きく受ける木材や繊維関係の企業が本町には多く、本年度以降の事業収

益の悪化が心配されるところであります。 

 自主財源全体で見ますと、ふるさと応援寄付金も約５，３００万円の減収となってお

り、取組の強化が必要ですが、まずは、忠岡町の足元を支える法人町民税を伸ばし続ける

ために、産業振興課を先頭に忠岡町全体で知恵を絞っていただきたいと考えております。 

 歳出におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響で各課の事業やイベントなどの

自粛を余儀なくされた年度でありました。 

 令和２年度から続く地方創生臨時交付金を財源に、課題であった学校トイレの改修工事

やシステムの導入、消防装備品や各課の備品もそろえることができましたが、一方、人件

費や扶助費などの義務的経費においては増額となりました。扶助費においては臨時特別給

付金の影響が大きいですが、今年度には、子ども医療費助成が１８歳まで拡大するためさ

らなる増額が見込まれており、国による早期の制度改正を期待するところであります。 

 とはいえ、決算収支全体を見ますと５億４，８０４万３，０００円の黒字決算であり、

一般会計基金残高も１１億４，０００万円となり、以前に比べれば少し安定した町財政運

営を行える状況になったと思います。 
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 予算におきましては、全国からご支援を頂いたふるさと応援寄付金積立を町民の皆さん

の日々の暮らし中で必要なところにも活用していただくことを期待し、本一般会計決算、

各特別会計決算及び下水道事業決算を認定いたします。 

 続きまして、前川和也委員の意見です。 

 杉原町政が始まってからちょうど２年となりました。令和３年度は、町長に就任されて

から初めての年間を通した予算執行でございました。 

 その決算について、我が会派を初め、他会派と理事者側とで活発な質疑と応答がなされ

てきましたが、その過程を通じての意見を、呈祥会・大阪維新の会として申し上げます。 

 一般会計歳入決算額は約８１億円、歳出は約７５億円、特別会計を合わせると歳入総額

は約１２１億円で、歳出の総額は約１１５億円となりました。 

 財政健全化判断比率については、実質赤字比率、連結実質赤字比率はともに黒字決算と

なり基準内であること、将来負担比率については前年度とほぼ変わらないものとなりまし

たが、実質公債費比率は前年度より１．１％の改善が見られ、財政健全化の４つの指標を

早期健全化基準並びに財政再生基準内に収まるように財政運営を行うことができました。 

 下水道事業会計におきましても、その資金不足比率は基準内でございます。 

 財政運営として、これらの５つの比率を基準内に収めることは最低限達成しなければな

らないことでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響が依然としてある中、感染拡

大状況、社会情勢、国の施策の動向を常に注視しながらの予算執行であり、結果として前

年度と比べ、各基金にも順調に上積みを行うことができ、町債残高を減らすことができま

した。 

 臨機応変に対応しなければならない場面が相当数あったことと思いますが、そのような

情勢下での３年度の財政運営には評価をいたしたいと思います。 

 例年、高い比率が問題視されていた経常収支比率に関して申しますと、２０年ぶりに１

００％を切る数値となりました。 

 しかし、普通交付税の大幅な増加、町税や地方消費税交付金なども増加したことによ

り、一時的なものとなるかもしれず、引き続きの財源確保と歳出削減に取り組み、柔軟な

財政運営ができるようにしなければなりません。 

 財源確保については、年々好調であり、貴重な自主財源である「ふるさと応援寄附金」

の件数と額が大幅減であったということは問題として捉えなければなりませんが、この点

については、原因を分析されているとのことなので、ぜひ今後増収を目指した取組を行っ

ていただくことを求めます。 

 さらに、商工や労働などの分野で、町内産業の活性化につながるような予算措置も併せ

て求めるものであります。 

 併せて、先ほどの総括でも「稼ぎにいく」という観点で申し上げましたところ、町長よ

り各方面と連携して補助金を取りにいくとございました。「もらう」ではなく「取りにい
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く」という強い意志での行動をお願いいたします 

 歳出の削減では、引き続きの行財政改革、民間の活力の導入、そして３年度にて消防分

野で効果の表れ始めた広域連携を他の分野にて推進していくことを模索していただきます

ようにお願いいたします。 

 各種施策でほかにやりたいことがあってもできない、行き着く先はマンパワーの不足に

なるとのお話が先ほどの総括でございました。少子高齢化、人口減少が進む中、持続可能

な行政運営を行っていくためには、行政機構や自治体のあり方について、様々な視点で考

える必要があります。 

 その上で、大阪府市町村局との連携強化や、泉州地域の市長、町長で構成します研究会

には活発に参画し、議論を重ねていただくことを強く求めます。 

 令和４年の今年度は、行動制限が緩和され、徐々に様々な社会活動、経済活動が再開さ

れてきております。先々週には２年ぶりに本町の伝統文化であるだんじり祭りが本格的に

開催され、そして次の日曜日には町民体育祭も久しぶりに開催されます。 

 人と人とが触れ合え、つながりあえる機会、人の温かさを感じることができる機会、道

徳教育の充実や、生涯教育の拠点たる文化会館の活性化など、「心」に焦点を当てた施策

を展開することが、よりよいまちづくりへとつながるものと考えます。 

 今月より子ども医療費助成対象が１８歳まで拡大し、来春には東忠岡認定こども園が開

園します。 

 長年の懸案事項であったごみ処理問題も解決へと歩みを進め、忠岡町を明るく豊かな未

来へと導く杉原町長の今後の町政運営に期待をいたしまして、我が会派では令和３年度の

全決算について「認定」とさせていただきます。 

 以上です。 

 続きまして、小島みゆき委員の意見書です。 

 令和３年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算について、公明党の意見を申し

上げます。 

 新型コロナウイルスの感染者も現在は少し減少気味ではありますが、年末に向けて、イ

ンフルエンザ、新型コロナウイルスの感染が広まっていくであろうとの懸念があります。

また、ロシアによるウクライナ侵略で国際情勢は激変、混沌・混乱の中にあります。日本

も影響を受けて、物価高の１つの大きな要因になっている。国においては、国民の先行き

不安を払拭し、安全・安心の基盤の強化に取り組んでいただきたい。 

 決算については、令和３年度一般会計及び特別会計の歳入決算総額は１２０億９，１５

２万４５４円で、歳出決算総額は１１４億９，０９６万９，２８９円となっており、差引

額６億５５万１，１６５円になり、固定資産税は減となったが、個人町民税、法人町民税

が増となり、町税全体で１，７７２万８，０００円の増となったが、しかし、実質収支黒

字の要因としての普通交付税の増については臨時的なものであることや、新型コロナウイ
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ルス感染症の影響の長期化により収支が不透明な状況が続く中、少子高齢化に伴う社会保

障や公共施設等の維持管理や補修にかかる支出増加が見込まれることから、引き続き注視

していかなければならない。 

 経常収支比率から見ても、経常一般財源等収入において普通交付税が大幅に増加、ま

た、町税や地方消費税交付金などにおいても増加したことにより、経常収支比率は９５．

５％で、前年度（１０４．２％）と比べ８．７ポイント改善し、２０年ぶりに１００％を

下回る結果となりました。 

 しかしながら、経常収支充当一般財源は前年度と比べ増加しているため、次年度以降、

同水準の収入を確保できない。また、経費の状況により再び比率は悪化していく可能性が

あり、予断を許さない状況ではあるが、令和３年度は財政調整基金も取り崩さず黒字決算

となった。 

 引き続き財政健全化に取り組んでいただくことに鋭意努力されることを期待し、本決算

に賛成いたします。 

 続きまして、是枝綾子委員の意見です。 

 ２０２１年度（令和３年度）忠岡町決算について、日本共産党の意見を申し上げます。 

 この年度は、第５波から第６波の新型コロナ感染拡大の波があり、２度の緊急事態措置

とまん延防止措置が出され、飲食店・商業施設などへの休業要請と時短要請が繰り返され

ました。社会全体が大きな打撃を受け、住民の暮らしと営業はますます大変となった年度

です。 

 新型コロナワクチンの接種が始まりましたが、３回目のワクチン接種の遅れから、高齢

者への感染拡大とデルタ株の強い感染力により、１０代以下の子どもにも感染が広がり、

過去に例のない感染拡大となり、大阪府の１日の感染者数は、過去最大の２万人を超えま

した。医療が逼迫し、多くが自宅療養を強いられることになりました。いまだ感染はまだ

収まっておらず、さらなる対策が求められています。 

 この年は、子育て世帯への給付金の支給がありましたが、消費税１０％増税の影響の上

に長引く新型コロナのパンデミックの影響、円安による原油や輸入の高騰が住民の暮らし

と営業に大きな打撃となりました。 

 そのような状況の下、本町の対応が住民の求めに応じたものであったのかという視点で

決算を見ました。 

 一般会計は、国からのコロナ対策としての地方創生交付金が約１億３，０００万円、忠

岡町に交付され、新型コロナ対策の施策として３２の事業が行われました。しかし、個人

給付に使えないという制約があったため、公共施設のコロナ対策が主で、水道使用料基本

料金の免除以外は企業向けの支援になり、個人事業主への支援はありませんでした。 

 問題点として、本町新型コロナ対策事業が、地方創生交付金以外に一般財源から支出さ

れたのは、たったの４５万１，０００円で、少な過ぎると言えます。中でもコロナ交付金
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から、役場職員の人事管理システム構築事業に１，０００万円を支出しています。メニュ

ーにあるとはいえ、町の一般財源ですべきことを、緊急を要するからということで支出

し、今後その代替に必要なコロナ対策があれば、その際は一般財源から支出するというこ

とでいらっしゃったのに、何らされていません。必要なコロナ対策は、まだ個人事業主へ

の支援や無料のＰＣＲ検査など山積しています。直ちに施策に取り組まれることを求めま

す。 

 消費税の増税分で増えた地方消費税交付金の社会保障財源分に、２億１，９５９万５，

０００円についても多くが一般財源の置き替えのため、これは福祉の充実向上に使うよう

求めます。 

 クリーンセンター整備運営事業においては機器更新工事費が２億２，０００万円、令和

２年度と合わせると約６億円近い工事を行っており、まだ使えると町も言っているのに、

公民連携の産廃焼却炉建設のために、令和６年３月末で閉めてしまうのは、住民目線から

見て、もったいないの一言です。令和３年度決算には入っておりませんが、今後のごみ処

理方針については住民の中でもよく議論する時間を確保することを求めます。 

 また、入札制度の改善の準備に取り組まれた年度でありました。 

 文化会館の中にある働く婦人の家については、男女共同参画施設の位置づけがされてお

り、廃止を検討する前に代替施設やその役割を持ったものを作ってからでなければ施策の

後退になると思います。後退をさせずに男女共同参画施策を前進させること、高過ぎる国

保料、介護保険料を町独自に引き下げることも求めます。 

 一方、当初予算においても評価いたしましたことは、この年度から不登校児童・生徒の

ための適応指導教室を開設されました。また、新しく防災マップ（ハザードマップ）を作

成されました。幼児教育の無償化に伴い、町独自の給食費の副食費の無償化、町独自での

少人数学級の取組の継続、子どもたちを支援する子ども食堂への補助、あすなろ未来塾、

英語検定料の補助などの事業、町単費で学校の受付員の配置、青パトなどの子どもを守る

活動、忠岡小学校の屋外トイレの改修工事、忠岡小学校留守家庭児童学級のエアコンの更

新工事。 

 ひとり暮らしの高齢者などへの上下水道料金減免制度の継続、町の機構改革で危機管理

課の設置、中小企業融資の利子補給制度や漁業の振興。粗大ごみ電話申込み事業を委託か

ら直営にされたこと。そして、コロナ交付金を活用し、水洗化工事の補助金を一時的に１

２万円に引き上げられたこと。 

 質疑の中で、東忠岡小学校の地区の認定こども園が来春開設予定ですが、「年度途中で

も待機児童がないようにする」との答弁がありました。留守家庭児童学級の開設時間を、

保護者のニーズに応えて、午後７時までの延長も予定され、職員の募集をされているとの

お答えがありました。 

 また、長年住民も困っていた高月北の災害時の避難所は、東忠岡小学校のほうとして避
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難経路を職員が歩いて確認するとのお答えもありました。令和３年度ではありませんが、

今月、１０月から子どもの医療費助成の対象年齢が高校卒業まで拡充がされました。 

 最初に述べましたように、問題点を指摘してきた決算でありますが、さらに加えて福祉

バスの土・日の運行や増便、文化会館や福祉センターなどの開館日は元に戻されることな

どを求めます。 

 コロナ禍、町民本位の町民の命と暮らしを支える忠岡町政の運営を強く求めておきま

す。 

 以上、日本共産党の意見とし、２０２１年度（令和３年度）の一般会計及び特別会計、

下水道企業会計の決算を認めます。 

 また、今奈良幸子副委員長の意見書については、同会派の前川委員と同様とのことでし

た。 

 以上が各委員の意見でありました。 

 本特別委員会としては、令和３年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算、並び

に、令和３年度忠岡町下水道事業決算認定の認定について、一括採決いたしましたとこ

ろ、全会一致により原案のとおり「認定すべきもの」と決した次第でございます。 

 最後に、今回の審査にあたっては、３日間を通じて多岐にわたり質疑が展開されまし

た。しかもその多くは、強い要望、意見、指摘として出されました。 

 したがいまして、厳しい財政運営が続く中でありますが、理事者におかれましては、本

委員会内でございました指摘事項等を十二分に踏まえていただき、本町財政の効率的運用

を図ることはもちろんのこと、財政健全安定化に向けてより一層取り組みを強められたい

こと、また住民サービスの維持向上にも鋭意努力を傾注されますよう、併せて強く要望い

たしまして、決算審査特別委員会の委員長報告とさせていただきます。 

 令和４年１２月２日、決算審査特別委員会委員長、河野隆子。 

 以上です。 

議長（和田 善臣議員） 

 報告は、以上のとおりです。 

 ただいまの委員長報告に対するご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 
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 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより認定第１号 令和３年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、並びに認定第２号 令和３年度忠岡町下水道事業決算認定について、以上２件を一

括して起立により採決いたします。 

 委員長の報告のとおり、以上２件を認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（和田 善臣議員） 

 全員起立であります。よって、認定第１号 令和３年度忠岡町一般会計及び各特別会計

歳入歳出決算認定について、並びに認定第２号 令和３年度忠岡町下水道事業決算認定に

ついて、以上２件は委員長報告のとおり認定することに決定されました。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第２ 議案第４６号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度忠

岡町一般会計補正予算（第６号））について、議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第４６号、専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 

 今般、専決処分いたしましたのは、令和４年度忠岡町一般会計補正予算（第６号）で、

１０月２６日付をもって処分した次第であります。 

 今回の補正予算額は、１億９，４５３万６，０００円の追加で、これを補正することに

より、予算総額は８６億１，２８１万２，０００円となります。 

 歳入につきましては、第１４款 国庫支出金で、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の計上、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金の

計上、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金の計上でございま

す。 

 次に、歳出につきましては、第２款 総務費で、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用した町立小中学校体育館床改修工事の計上、水道基本料金減免に係る

負担金の計上、非課税世帯等生活支援給付金の計上、第３款 民生費で、電力・ガス・食

料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業関連経費の計上でございます。 

 どうぞ、よろしくご承認のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

５番（二家本英生議員） 
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 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 ８ページにある電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について、質疑いたしま

す。これは今般の物価高騰について、非課税世帯や家計急変世帯について緊急的に支給す

るという国の施策ではありますけども、案内のほうが１１月の末からスタートしたという

ことで、この内容を見ますと締切り期間が１月の末となっております。申込み期間が２か

月と結構短いので、多分令和４年度の住民税均等割の非課税の方については月末に郵送さ

れていると思うんです。その世帯が、先日お伺いしました２，４３６世帯にお届けすると

いうことなんですけども、あと残るのは住民税非課税世帯相当になった家計急変世帯のほ

うになります。これも含めて、困っている方が誰１人取り残されない世帯になるような形

で、給付が届くような形で周知をお願いしたいんですけども、周知の方法についてこれか

らどうするか、お願いしたいと思います。 

議長（和田 善臣議員） 

 泉元部長。 

健康福祉部（泉元 喜則部長） 

 申請期間が短いのでございますので、住民の皆様方に知っていただくために、広報紙、

ホームページ等を通じて期限までに申請していただくよう、丁寧に説明したいと思ってい

ますので、よろしくお願いいたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 広報、あとホームページでお知らせするということなんですけども、やはり今一番困っ

ている方が多い方に対しての給付ということなので、例えば時期がたった時点でまだ申請

されてない方に対して、何らかの個別でのお知らせというのは、される予定はないでしょ

うか。 

議長（和田 善臣議員） 

 泉元部長。 

健康福祉部（泉元 喜則部長） 

 追加のお知らせというんですかね。そういった分につきましては、ちょっと公務、経費

では認められないことになっておりますので、町の広報であるとかホームページで周知し

てまいりたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 二家本議員。 
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５番（二家本英生議員） 

 個別には教えられないということだったんですけども、特にやっぱり家計急変世帯につ

いて、この世帯についてはやはり自分たちがどういう収入であるのか、今年度、１年間た

ってみて住民税が非課税になるのかどうかというのがなかなか分かりにくいところがあり

ます。この方については特に周知というのが必要になってくると思います。この家計急変

世帯への案内については、やはり目につくところに、住民の方が分かるようなところに貼

り紙をするなりとか、そうしていただきまして、そういった周知の方法も必要かと思いま

すが、その点についてはいかがでしょうか。 

健康福祉部（泉元 喜則部長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 泉元部長。 

健康福祉部（泉元 喜則部長） 

 そうですね。その辺、周知したいと思っておりますので、何らかの方法で目につくよう

な形で周知してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議案書７ページの歳出、第２款、総務費、第１項、総務管理費の２０目の新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業費の１４節の工事費ですね、２０９万４，

０００円について、関連してちょっとお聞きしたいと思います。 

 町立小・中学校の体育館床改修工事２０９万４，０００円というのは、既に既定予算で

出ております１，４００万円にプラスしての２０９万４，０００円の追加というふうにお

聞きをしております。既定予算、これを見ますと１，７８９万８，０００円とあります。

その体育館の床工事、床改修工事以外にされた工事費が残りでありますが、それは忠岡小

学校の１年生、２年生、３年生が入っている教室、旧館のほうのその教室の床の抗菌加工

に使われました。なんですが、旧館にはあと教室は留守家庭児童学級２教室があるんです

けれども、そこは工事がちょっとされていないということであります。ですので、これ、

新型コロナウイルス対策ということであるのでしたら、そちらの留守家庭児童学級の教室

の床のほうも確保するというのが本来の使い方ではないかと思います。 

 ということで、その他の工事費のね、新型コロナでいろいろ工事されるという、その工
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事費の入札差金などを活用して、残っている留守家庭児童学級の床の改修工事、抗菌の工

事ということもするお考えはないでしょうか。担当部長よりお答えをお願いしたいと思い

ます。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 コロナの臨時交付金を活用した事業につきましては、もうほぼ事業のほうが完了してお

りますので、余剰金については見込んでいないところでございますので、よろしくお願い

いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 全部活用されたということでありますが、では当初からやはりこちらの、本当に新型コ

ロナの対策をするということであれば、全ての教室にするのが本来ではなかったかと。子

どもはそこの留守家庭児童学級に来たときは抗菌加工がされていないところでいいという

のもまたおかしな話ですので、やるんでしたら全てするというのが本来の使い方ではなか

ったかと思います。 

 ということで、これについては新型コロナ対策というところで、忠岡町がここについて

責任を持って工事をするということが必要かと思いますけれども、これはもう予算が残っ

ていないと、新型コロナの。ということであれば一般財源からの支出ということも必要で

あろうかと思います。 

 先ほどの決算委員長の報告にもありましたように、新型コロナ対策は忠岡町は一般財源

からわずか４５万でしたか、しか出していないということでありますので、この工事はそ

んなに大きな額ではございません。ですから、忠岡町の一般財源からこの留守家庭児童学

級の床の工事もするということが必要ではないかと思います。本当の対策をするという考

えであれば。ということで、それについて担当よりお考えをお聞かせください。 

議長（和田 善臣議員） 

 二重部長。 

教育部（二重 幸生部長） 

 まあ、コロナの対応ということで今回やらしていただいた部分がございますが、先ほど

公室長からも答弁ございましたとおり、コロナの交付金の残につきましてはもうないとい

うことでございますので、その辺りはまた財政のほうと調整はしてまいりたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 当初から組んでおかなければいけなかったものだと思います。新型コロナ対策で子ども

たちの使うところの床の抗菌をするということであれば、留守家庭も当然最初から入れて

おかなければいけなかった問題ではないでしょうか。いうことで、それは当初から組まな

かったというところに問題があったと思います。 

 担当課と財政部局と相談されるということでありますが、本当にコロナ対策を必要であ

ったということで組まれてるんでしたら、必要なところ、足らなかったそれもするという

のが当然かと思います。ということで、それはちゃんと考えていただきたいということ

で、担当部長というと財政の担当部長のほうとしてもそれについてどのようにお考えでし

ょうか。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 立花公室長。 

町長公室（立花 武彦公室長） 

 教育委員会と連携しながら対応していきたいと思います。ご意見としてお伺いさせてい

ただきます。 

６番（是枝 綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

議長（和田 善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 
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議長（和田 善臣議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより、議案第４６号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度忠岡町一

般会計補正予算（第６号））について、採決いたします。 

 原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 日程第３ 議案第４７号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを、議

題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第４７号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げ

ます。 

 本町人権擁護委員、前川喜代治氏は、令和５年６月３０日をもって任期満了となります

が、引き続き、同委員に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、広く社会実情に精通し、適任者と思われますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 
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 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより、議案第４７号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、採決

いたします。 

 原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定しました。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第４ 議案第４８号 忠岡町固定資産評価審査委員会委員の選任について

を、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第４８号、忠岡町固定資産評価審査委員会委員の選任について、ご説明申し上げま

す。 

 本町固定資産評価審査委員会委員正木秀憲氏は、令和５年３月１日をもって任期満了と
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なりますが、引き続き、同委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、適任者と思われますので、ご賛同賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより、議案第４８号 忠岡町固定資産評価審査委員会委員の選任について、採決い

たします。 

 原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定しました。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第５ 議案第４９号 忠岡町教育委員会委員の任命についてを、議題といた

します。 

議長（和田 善臣議員） 
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 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第４９号、忠岡町教育委員会委員の任命について、ご説明申し上げます。 

 本町教育委員会委員として、新たに德田久子氏を任命いたしたく、議会の同意を求める

ものでございます。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、適任者と思われますので、ご賛同賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略して、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 これより、議案第４９号 忠岡町教育委員会委員の任命について、採決いたします。 

 原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 
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 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり同意することに、決定しました。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第６ 議案第５０号 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定ついてを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５０号 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て、ご説明申し上げます。 

 本件は、国家公務員の定年引き上げ等を踏まえた地方公務員法の一部改正に伴い、令和

５年度から国家公務員と同様に職員の定年を６５歳まで段階的に引き上げるため、所要の

規定整備を行うにあたり、関係条例を一括して改正及び廃止するため、本条例を制定する

ものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５０号 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

ては、会議規則第３９条の第１項の規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 日程第７ 議案第５１号 忠岡町職員の降給に関する条例の制定について、議題といた

します。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 
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議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５１号、忠岡町職員の降給に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

 本件は、国家公務員の定年引き上げ等を踏まえた地方公務員法の一部改正に伴い、職員

の定年を６５歳まで段階的に引き上げるとともに、６０歳に達した年度の最初の４月１日

以降は給料が減額されることとなります。 

 当該減額措置は、地方公務員法第２７条第２項に規定する降給処分に該当することか

ら、条例で定めることが必要となるため、本条例を制定するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５１号 忠岡町職員の降給に関する条例の制定については、会議規則第３９条第

１項の規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第８ 議案第５２号 忠岡町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部改正についてを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５２号、忠岡町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部改正について、ご説明申し上げます。 

 本件は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、最近における物価の変動、選挙の執行状

況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国の選挙における選挙運動用自動車の使

用並びに選挙運動用のビラ及びポスター作成の公費負担の限度額が引き上げられたことに

準じ、町の選挙においても同様に公費負担額を引き上げるため、本条例を改正するもので
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ございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５２号 忠岡町の議会議員及び町の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部改正については、会議規則第３９条第１項の規定により、総務事業常任委員会に

付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第９ 議案第５３号 忠岡町職員定数条例の一部改正についてを、議題とい

たします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５３号 忠岡町職員定数条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 

 本件は、各組織の定員について検討を行い、町長部局の定員は行政デジタル化等の事務

負担の増加に対応するため増員し、教育委員会では４か所の幼稚園・保育所の統合に伴

い、必要な人員が概ね確定したことにより減員するため、本条例を改正するものでござい

ます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５３号 忠岡町職員定数条例の一部改正については、会議規則第３９条第１項の
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規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第１０ 議案第５４号 忠岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等条例の一

部改正についてを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５４号 忠岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等条例の一部改正について、ご

説明申し上げます。 

 本件は、人事院勧告による国家公務員の取扱いに準じ、議会議員の期末手当を年間０．

１月分引き上げるため、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５４号 忠岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等条例の一部改正については、

会議規則第３９条第１項の規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第１１ 議案第５５号 忠岡町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正

についてを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 
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町長（杉原 健士町長） 

 議案第５５号、忠岡町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、ご説明申

し上げます。 

 本件は、人事院勧告による国家公務員の取扱いに準じ、特別職の職員の期末手当を年間

０．１月分引き上げるため、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５５号 忠岡町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正については、会議規

則第３９条第１項の規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第１２ 議案第５６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につい

てを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、ご説明申し上げ

ます。 

 本件は、人事院勧告による国家公務員の取扱いに準じ、一般職の職員の給料表の内、３

０歳台半ばまでの職員が在職する号給の引き上げ及び勤勉手当を年間０．１月分引き上げ

るため、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については、会議規則第３

９条第１項の規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第１３ 議案第５７号 町税条例の一部改正についてを、議題といたしま

す。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５７号 町税条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 

 本件は、地方税法の一部改正に伴い、扶養親族等申告書の記載事項の見直し並びに個人

住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限及び居住年の延長を行うとともに、新型コ

ロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の終了により所要の規定整

備を行うため、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５７号 町税条例の一部改正については、会議規則第３９条第１項の規定によ

り、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第１４ 議案第５８号 忠岡町重度障害者等の医療費の助成に関する条例等

の一部改正についてを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 
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町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５８号 忠岡町重度障害者等の医療費の助成に関する条例等の一部改正につい

て、ご説明申し上げます。 

 本件は、大阪府の福祉医療費助成制度において、生活保護法による被保護者のうち、医

療扶助を現に受けていない生活保護の停止中の者の医療費を助成の対象とする改正が行わ

れたことに伴い所要の規定整備を行うため、関係条例を一括して改正するものでございま

す。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けいたします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５８号 忠岡町重度障害者等の医療費の助成に関する条例等の一部改正について

は、会議規則第３９条第１項の規定により、福祉文教常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 日程第１５ 議案第５９号 令和４年度忠岡町一般会計補正予算（第７号）について

を、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第５９号 令和４年度忠岡町一般会計補正予算（第７号）について、ご説明申し上

げます。 

 今回の補正予算額は、７，９４６万４，０００円の追加で、これを補正することによ

り、予算総額は８６億９，２２７万６，０００円となります。 
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 歳入につきましては、第１４款 国庫支出金で、自立支援給付事業負担金の計上、個人

番号カード交付事務費補助金の計上、子ども・子育て支援交付金の計上、保育対策総合支

援事業費補助金の計上、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金の計上、児

童福祉費、幼稚園費及び社会教育費で保育士等処遇改善臨時特例交付金の計上、第１５款 

府支出金で、自立支援給付事業負担金の計上、子ども・子育て支援交付金の計上、保育対

策総合支援事業費補助金の計上、インフルエンザワクチン定期接種緊急促進事業補助金の

計上、第１７款 寄附金で、ふるさと忠岡応援寄附金の計上、第１８款 繰入金で、財政

調整基金繰入金の減額、第２０款 諸収入で、後期高齢者医療保険定率負担金精算金の計

上、子どものための教育・保育給付費負担金（国及び府、過年度分）の計上、子ども・子

育て支援交付金（国、過年度分）の計上でございます。 

 次に、歳出につきましては、人件費において、人事院勧告等に伴う調整額を各款に計上

しております。 

 その他につきましては、第２款 総務費で、財政調整基金積立金の計上、愛の福祉基金

積立金の計上、公共施設整備基金積立金の計上、ふるさと忠岡応援寄附金事業関連経費の

計上、感染予防対策救急器具購入費の計上、個人番号カード交付事業関連経費の計上、第

３款 民生費で、令和３年度の国民健康保険事業勘定特別会計の事業費の確定に伴う繰出

金の計上、介護給付・訓練等給付費の計上、令和３年度の事業費確定に伴う国庫支出金等

精算返還金及び府支出金等精算返還金の計上、感染症対策消耗品代の計上、認定こども園

運営補助金の計上、民間認定こども園保育士等処遇改善臨時特例交付金の計上、補助保育

士等報酬において財源更正、第４款 衛生費で、インフルエンザワクチン定期接種緊急促

進事業関連経費の計上、前年度の事業費確定に伴う国庫支出金等精算返還金の計上、霊園

使用料返還金の計上、新型コロナウイルスワクチン接種事業関連経費の計上、第８款 土

木費で、電気使用料の計上、街路灯修繕料の計上、第９款 消防費で、防疫等作業手当の

計上、被服費の計上、自動車燃料費の計上、第１０款 教育費で、令和３年度の事業費確

定に伴う国庫支出金等精算返還金及び府支出金等精算返還金の計上、上水道使用料の計

上、下水道使用料の計上、ガス使用料の計上、補助教諭等報酬及び留守家庭児童学級支援

員報酬において財源更正をするものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第５９号 令和４年度忠岡町一般会計補正予算（第７号）については、会議規則第
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３９条第１項の規定により、総務事業、福祉文教の各常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 日程第１６ 議案第６０号 令和４年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号）についてを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６０号 令和４年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）に

ついて、ご説明申し上げます。  

 今回の補正予算額は、１，０７６万７，０００円の追加で、これを補正することによ

り、予算総額は１８億７，７４０万６，０００円となります。 

 歳入につきましては、第１款 国民健康保険料で、基礎賦課分現年分の減額、第３款 

国庫支出金で、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の計上、第４款 府支出金

で、保険給付費等交付金特別交付金、特別調整交付金分の計上、第６款 繰入金で、保険

基盤安定繰入金の計上及び事務費等繰入金の減額、第７款 繰越金で、前年度繰越金の計

上でございます。 

 次に、歳出につきましては、第１款 総務費で、国庫支出金の歳入に伴う財源更正、第

２款 保険給付費で、傷病手当金の計上、第６款 基金積立金で、国民健康保険事業財政

調整基金積立金の計上、第８款 諸支出金で、国庫支出金精算返還金及び府支出金精算返

還金の計上でございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第６０号 令和４年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）に

ついては、会議規則第３９条第１項の規定により、福祉文教常任委員会に付託いたしま

す。 
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議長（和田 善臣議員） 

 次に、日程第１７ 議案第６１号 令和４年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第２

号）についてを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 

議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６１号 令和４年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説

明申し上げます。 

 今回の補正予算額は、介護システムの改修費用が、国の事業費補助金の対象となったこ

とによる、財源構成の変更でございます。 

 歳入につきましては、第３款 国庫支出金で、事業費補助金の計上、第７款 繰入金

で、事務費繰入金の減額、歳出につきましては、第１款 総務費で、介護保険システム改

修委託費用の財源構成の変更でございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第６１号 令和４年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第２号）については、会

議規則第３９条第１項の規定により、福祉文教常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 日程第１８ 議案第６２号 令和４年度忠岡町下水道事業会計補正予算（第１号）につ

いてを、議題といたします。 

議長（和田 善臣議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（杉原 健士町長） 

 議長。 
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議長（和田 善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原 健士町長） 

 議案第６２号 令和４年度忠岡町下水道事業会計補正予算（第１号）について、ご説明

申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、令和５年度からの雨水ポンプ場運転管理委託を年度当

初から継続的に行う必要があるため、今年度中に入札を行い、委託業者を決定する必要が

あることから、当該業務の施行に伴う債務負担行為につきまして、期間は令和４年度から

令和５年度まで、限度額５，９８７万３，０００円を追加するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（和田 善臣議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 これより大綱的質疑をお受けします。ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（和田 善臣議員） 

 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

 議案第６２号 令和４年度忠岡町下水道事業会計補正予算（第１号）については、会議

規則第３９条第１項の規定により、総務事業常任委員会に付託いたします。 

 

議長（和田 善臣議員） 

 以上で、本日の日程は全て議了いたしました。 

 次回の会議は１２月２０日１０時から開きます。本日はこれで散会いたします。 

 大変ご苦労さまでございました。 

（「午前１１時２２分」散会） 


